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【第 9回】新基準（H23.7.27 基準）とその移行 
 

会計と経営のブラッシュアップ 

平成 26 年 5 月 26 日 
山内公認会計士事務所 

 

Ⅰ 会計基準の変更 
 

 

（概 要） 

1. すべての社会福祉法人のすべての事業への適用が義務付け 

2. わかりやすい会計基準、社会情勢の変化、事務の簡素化 

3. 財務状況の透明化による情報開示と経営分析（効率経営） 

4. 社会福祉法人モデル経理規程への改訂 

5. 構成 新社会福祉会計基準 会計基準注解 運用指針 

6. H25 従前決算、H26 新基準予算等の事前準備 

 

 

◆現行基準の簡素化  ◆新基準 

【計算書類(4 種類)】 

① 資金収支計算書 

② 事業活動収支計算書 

③ 貸借対照表 

④ 財産目録 

  ＋ 

⑤ その他の明細書等 

(注)適用する各会計ルールにより、多種多

様の別表、明細表を作成する必要あり 

 【財務諸表(3 種類)】 

① 資金収支計算書 

② 事業活動計画書 

③ 貸借対照表 

＋ 

④ 附属明細書 

⑤ 財産目録 
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（主な変更点） 

1. 区分方法の変更 

(1)法人全体、事業区分別、拠点区分別の C/F、P/L、B/S の作成 

(2)会計単位、経理区分の廃止（呼称と区分の変更） 

→事業区分、拠点区分、サービス区分 

従来の会計単位を事業区分と名称の変更し、経理区分を拠

点区分を増加し、サービス区分（経理区分）とする。 

(3)事業区分（社会福祉事業、公益事業、収益事業） 

従来の複数の基準適用（福祉、公益、収益）を一つの会計基

準で処理 

(4)拠点区分（施設、事業所別） 

(5)サービス区分 

従来の経理区分（拠点別） 

(6)その他 

① 1 号基本金及び国庫補助金等特別積立金における固定資

産限度を変更 

② 4 号基本金の廃止 

③ 国庫補助金等特別積立金に、「施設・設備整備資金借入金

の償還補助金」を追加 

④ 引当金の範囲 

⑤ ワンイヤールール 

⑥ 金融商品の時価会計 

⑦ リース会計 

⑧ 退職給付会計 

⑨ 注記事項 
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（「区分方法の変更」の事例による説明） 

拠点 各拠点で運営している事業 

Ａ里 

介護保険法上の「介護老人福祉施設」であり、「短期入所生活介護」、「居

宅介護支援」も実施。「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、3つの

事業は一体的に実施され、かつ「居宅介護支援」の占める割合はわずか

であるため、3つの事業すべてをＡ里の社会福祉事業に区分する。 

また、法人全体を管理する「本部」機能もＡ里にある。 

さらに、敷地の一部を有料月極駐車場として活用しているため、これを

収益事業に区分する。 

Ｂ園 「保育所」。「一時預かり事業」及び「地域子育て支援拠点事業」も実施。 

Ｃの家 「児童養護施設」。「子育て短期支援事業」も実施。 

Ｄ苑 
障害者自立支援法に基づく「指定生活介護」、「指定自立訓練(生活訓練)」

及び「指定就労継続支援Ｂ型」の事業を一体的に行う多機能型事業所。 

また、同一建物で「指定居宅介護」も行っている。 

Ｅホーム 「有料老人ホーム」。公益事業に該当するため、事業区分を分ける。 

 

 財務諸表等の作成 

 
資金収支計算書 

（C/F） 

事業活動計算書 

（P/L） 

貸借対照表 

（B/S） 
注記 備考 

法人全体 1号の1様式 2号の1様式 3号の1様式 全項目 ― 

事業区分別 

(法人全体の会計を 

事業別に区分表示) 

1号の2様式 

○◎ 

2号の2様式 

○◎ 

3号の2様式 

○◎ 
― 

事業区分間

取引消去 

拠点区分別 

(事業区分の会計を 

拠点別に区分表示) 

1号の3様式 

◎ 

2号の3様式 

◎ 

3号の3様式 

◎ 
― 

拠点別区分

間取引消去 

拠点区分別 

(一つの拠点を表示) 
1号の4様式 2号の4様式 3号の4様式 一部項目 ― 

サービス区分別 

(拠点区分の会計をサ 

ービス別に区分表示)  

附属明細書 

別紙 3☆ 

附属明細書 

別紙 4☆ 
― ― 附属明細書別紙 3 

サービス区分間取引消去 

 

（注） 

1. ○印の様式は、事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合省略

できる。 

2. ◎印の様式は、拠点が 1 つの法人の場合省略できる。 

3. ☆印の様式は附属明細書として作成するが、その拠点で実施す

る事業の必要に応じていずれか 1 つを省略できる。 

4. 第 1 号の 1 様式から第 3 号の 4 様式は、社会福祉法施行規則第

9 条第 3 項の 4 様式は、社会福祉法施行規則第 9 条第 3 項に定

める書類とし、毎年度所轄庁へ提出をする。 

5. 1 拠点で社会福祉事業のみを実施する場合 

→ 法人全体 C/F・P/L・B/S・注記 

  拠点区分別（一つの拠点） C/F・P/L・B/S・注記 

  サービス区分別 C/F 又は P/L 
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Ⅱ 新会計基準への移行 
 

 

1. 移行前年度(2～3月)の準備 
① 予算科目の改訂、新予算の理事会承認 
② 変更を要する科目、小区分まで制定 
③ 会計ソフトウェア 
④ 新基準の理解 
⑤ 社会福祉法人モデル経理規程 
⑥ 新経理規程の作成と理事会承認 
⑦ 新年度開始残高に留意 
⑧ 引継調整科目に留意 

リース取引、その他引当金、基本金、国庫補助金、特別積立金 
⑨ 事業活動計算における前期繰越差額の引継と B／S 残高の一

致、修正計算は新年度期首 
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Ⅳ 経営のポイント 
 

 

1. 経営分析の重要性 

 

 

 

 

 

 

 

2. 経理手法の統一、明瞭化 

 

 

 

 

 

 

 

3. 管理重点項目と管理手法(現金、預金、仮払金、預り金…) 
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4. 振込処理の妥当性 

 

 

 

 

 

 

5. 寄附金の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

6. 補助金(措置費)の取扱い 
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7. 固定資産物品の管理 

 

 

 

 

 

 

 

8. 月次試算表 

 

 

 

 

 

 

 

9. 事業計画 
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10. 決算時の作業 
 
 
(1) 基準等の確認 

① 社会福祉法人審査基準(H24.3.30) 
② 社会福祉法人監査要綱の制定(H25.3.29 局長通知) 
③ その他法令、通知 

 
(2) 現金、預金の管理 

① 取引証ひょうの整理、承認 
② 記帳の妥当性、承認 
③ 解約承認 
④ 審査、通帳、残高証明等 

 
(3) 振込、振替の処理 

① 支払業者一覧表 
② 振込の確認、現金払の妥当性 
③ 部門間取引の妥当性 

 
(4)  
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11. 監査の視点 
 
 
(1) 経理規程は適切に制定されているか 
(2) 会計責任者と出納職員の内部牽制はあるか 
(3) 予算は適切に執行されているか 
(4) 定款に準拠した経理区分(拠点区分)がされているか 
(5) 現金、預金の残高の照合は適切か 
(6) 試算は適切に運用、管理されているか 
(7) 会計処理が経理規程に準拠して適切に処理されているか 
(8) 取引業者との取引は適切か 
(9) 寄附金及び寄附物品の取扱いは適切か 
(10) 借入金は適切な手続を経て管理されているか 
(11) 会計帳簿が整備され、証ひょうが保管されているか 
(12) 決算書類が適切な手続を経て作成されているか 
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確率・統計 
 

平成 26 年 5月 26 日 

 

I. 確 率 
 

 

1. 概 要（データの整理） 
 

 

(1)起こる可能性を数えあげる 

該当する場合の数を積算する 

確率＝
あてはまる場合の数

全体の場合の数
 

 

 

(2)大数の法則 

実験を何度も繰り返していくと、そのことが起こる比率はある一

定の値、統計的確率（サイコロを振って 1 の目が 0.15 の比率で

出た）に近づく。 

これによって数学的確率（サイコロの 1 の目が出る確率は 1/6＝

0.167）が正しいかどうかをチェックできる。 

数学的確率 → 統計的確率 
 

 

(3)度数分布 

 級－区間、級の数 10 前後 

 級間隔－各級の幅、（最大値－最小値）/k≒h 

 度数－データの数 

 度数分布のグラフ－ヒストグラム、度数曲線 
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2. 平均と比率 
 

 

(1)データの把握 

直観的と客観的 

平均－データの中心 

＝ݔ
ேݔ＋…＋ଶݔ＋ଵݔ

ܰ
＝
∑ ே݅ݔ
ୀଵ
ܰ

＝
∑ ݅ݔ݂݅
ୀଵ

∑ ݂݅
ୀଵ

 

度数݂݅、代表値݅ݔ 
分数－データのバラツキ 
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3. 分 散 
 

 

(1)ちらばり具合 

Ａ駅 ݔ＝ ∑ ௫భబ
సభ
ଵ

＝
଼,଼ଶ
ଵ

＝88.2 
（最大値 109、最小値 65） 

 

Ｂ駅 
ଵ
௫
= ∑ ௫భబ

సభ
ଵ

＝
଼,ଽଶ
ଵ

＝89.3 
（最大値 136、最小値 44） 
 

平均のみでは、データの特徴を完全に把握できない。 
 

 

このデータのバラツキの度合を特徴づけるものとして分散と標

準偏差がある。 
 

sଶ（分散） =
(௫భି௫)మା(௫మି௫)మା⋯＋ቀ௫

Ｎ
ି௫ቁ

మ

Ｎ
＝

∑ (௫భି௫)మ
సభ

Ｎ
 

 

s（標準偏差）＝ට∑ (௫భି௫)మ
సభ

ே
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5. 数学とは何か 
 

ケーニヒスベルクの橋とオイラー 
 

 

定式化された問題 
解 析 

定理・公式 
机 上 

   

地図・体験↑抽象化  問題の解決↓具現化 

自然・社会の事象  事象の解明 

   

ケーニヒスベルクの橋  オイラーの発想 
 

 

数学は物事の本質を考える用具 

そしてそれは抽象化によって 
 

 

（広い意味の数学） 

1. 問題を見出し、 

2. その問題の本質的な部分を抽象化、 

 扱いが可能な条件として書きあげ、 

3. その条件を解析して、使い易い形（定理、公式）にし、 

4. それを実際の問題に応用、適用する。（具現化） 
 

抽象化さえうまく行けば、数学（思考）の俎上にのせることがで

きる。 

そうすれば、体を動かさず、危険な実験は避けて、問題点を予知

できる。これが数学の目的である。 
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6. ドラッカーの未来予測の方法 

（明日のために今日行動する） 
 

 

未来は予測できない。予測したとしても単なる“推測”である。 

従ってマネジメントは、次のように考える必要がある。 

① guesses 

② educated guess の違い 
 

 

(1)経済変動を迂回する 

（景気変動を企業経営の要素としない） 

Getting around the business cycle 

景気変動をやむを得ない、予測不可なものと認識する。予測しよ

うとしない。（出来ないこと、存在しないことの認識） 
 

(2)既に起こった未来を見つける 

（底流分析をして底流をつかむ） 

Finding economic bedrock 

合理的な判断のために既に起こった経済変動の次の波を事実に

よりつかむ。（既に起きているが、まだ次は現われていない、先

に次に起こることを予想する） 
 

(3)傾向値を把握する 

（過去の傾向値を理解する） 

Trend analysis 

過去の傾向は将来の傾向とは別であるが 

（過去の材料を集める） 
 

(4)将来に備える 

（将来の経営人材の育成） 

Tomorrow's managers the only need safeguard 

予測できない将来に備える最高の方法は人材の育成 

（明日のために） 
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目標－ 成果を上げるために必要なこと 

明日のために今日行動すること 

明日－ 考えることの大切さ 

 今日とるべき行動を考える 

 将来を予期すること 

 明日を変えるために今日行動する 

 

景気変動からの迂回 

  依存ではなく 

1. 経済は変動する 

2. 経済の底流を発見する 

3. トレンド分析 いつ起こるか 

 

予測が希望的観測であってはならない 

そんなことより明日を考えて行動する 

今日の行動－明日の結果 

景気予測ではない 

タイムス 



会計と経営のブラッシュアップ 予定 
 

 

期間：H26.4～6 H26.05.21 
H26.05.05 
H26.04.28 
H26.04.07 

改訂日 H26.03.24 
 
 

  

実績 第 1 回 4/1 顧客にとっての価値は何か？（微分：すべては変化している）

    
 第 2 回 7 事業経営と相続・贈与税（相続税評価と取引価格） 
    
 第 3 回 14 消費税増税と日本経済（指数・対数） 
    
 第 4 回 21 日本の経済と税制（積分：変化の結果はどうなるか） 
    
 第 5 回 28 われわれにとっての成果は何か？（対数ℓの不思議） 
    
 第 6 回 5/5 日本の税制と経済の将来(積分：変化の結果はどうなるか) 
    
 第 7 回 12 企業組織再編と企業の再生（微分：すべては変化している） 
    
 第 8 回 19 グループ法人税の税務と会計（微分と積分の結合） 
    
 第 9 回 26 社会福祉法人の会計基準（確率・統計） 
    
 第 10 回 6/2 事業経営と相続・贈与税（指数と対数） 
    
 第 11 回 9 連結の会計と税務(指数関数と対数関数) 
    
 第 12 回 16 われわれの価値は何か？（微分と積分の活用） 
    
 第 13 回 23 われわれの顧客は誰か？（経済数学） 

 
 

ToDo： (1) 実例の取り込み 
 (2) 最新に改訂 


